
平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
二
日
提
出

質

問

第

二

三

一

号

「
結
婚
の
希
望
を
叶
え
る
環
境
整
備
に
向
け
た
企
業
・
団
体
等
の
取
組
に
関
す
る
検
討
会
提
言
」
に
関
す
る
質

問
主
意
書

提

出

者

辻

元

清

美

231



「
結
婚
の
希
望
を
叶
え
る
環
境
整
備
に
向
け
た
企
業
・
団
体
等
の
取
組
に
関
す
る
検
討
会
提
言
」
に
関
す
る
質

問
主
意
書

「
ニ
ッ
ポ
ン
一
億
総
活
躍
プ
ラ
ン
」
（
平
成
二
十
八
年
六
月
二
日
閣
議
決
定
）
に
も
と
づ
き
、
政
府
は
、
「
希
望
出
生
率

一
・
八
」
の
実
現
の
た
め
、
少
子
高
齢
化
が
深
刻
化
す
る
中
、
若
者
の
希
望
す
る
結
婚
が
、
そ
れ
ぞ
れ
希
望
す
る
年
齢
で
叶
え

ら
れ
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
、
及
び
、
結
婚
の
段
階
に
お
け
る
支
援
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

「
ニ
ッ
ポ
ン
一
億
総
活
躍
プ
ラ
ン
」
に
よ
れ
ば
、
具
体
的
な
施
策
と
し
て
、
企
業
・
団
体
等
に
よ
る
結
婚
支
援
の
取
組
の
モ
デ

ル
を
創
出
す
る
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
、
優
良
事
例
の
収
集
・
分
析
、
発
信
、
経
済
団
体
等
を
通
じ
た
取
組
の
働
き
か
け
、
優
良
企

業
・
団
体
の
表
彰
、
取
組
の
機
運
醸
成
を
通
じ
、
取
組
を
拡
大
す
る
こ
と
が
、
こ
の
先
約
十
年
で
実
施
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

取
組
に
あ
た
っ
て
、
国
と
し
て
「
地
域
少
子
化
対
策
重
点
推
進
交
付
金
」
を
充
当
す
る
予
定
で
あ
り
、
平
成
二
十
八
年
度
に
つ

い
て
は
当
初
予
算
で
五
億
円
、
第
二
次
補
正
予
算
で
四
十
億
円
に
増
額
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
計
画
の
も
と
、
企
業
・
団
体
等
の
自
主
的
な
取
組
の
内
容
・
手
法
や
、
社
会
全
体
の
機
運
の
醸
成
の
在
り
方
、

国
・
自
治
体
の
支
援
策
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
た
め
、
加
藤
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
少
子
化
対
策
）
主
宰
で
、
「
結
婚
の

希
望
を
叶
え
る
環
境
整
備
に
向
け
た
企
業
・
団
体
等
の
取
組
に
関
す
る
検
討
会
」
（
以
下
「
検
討
会
」
と
い
う
。
）
が
開
催
さ

一



れ
て
お
り
、
佐
藤
博
樹
座
長
（
中
央
大
学
大
学
院
戦
略
経
営
研
究
科
教
授
）
を
含
む
十
二
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
十

二
月
七
日
ま
で
に
四
回
の
検
討
会
を
終
え
、
年
内
に
行
わ
れ
る
予
定
の
次
回
検
討
会
後
に
提
言
と
い
う
形
に
と
り
ま
と
め
る
と

聞
い
て
い
る
。

本
政
策
の
方
向
性
と
検
討
会
の
提
言
骨
子
（
案
）
に
つ
い
て
疑
義
が
あ
る
た
め
、
以
下
質
問
す
る
。

一

「
結
婚
の
希
望
を
叶
え
る
環
境
整
備
に
向
け
た
企
業
・
団
体
等
の
取
組
に
関
す
る
検
討
会
提
言
骨
子
」
（
案
）
（
以
下

「
骨
子
」
（
案
）
と
い
う
）
は
、
安
倍
内
閣
の
進
め
る
「
ニ
ッ
ポ
ン
一
億
総
活
躍
プ
ラ
ン
」
に
掲
げ
ら
れ
た
希
望
出
生
率

一
・
八
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
か
。
そ
の
際
、
「
骨
子
」
（
案
）
は
少
子
化
対
策
に
当
た
る
こ
と

に
な
る
と
考
え
る
が
、
相
違
な
い
か
。
少
子
化
対
策
に
当
た
る
と
す
れ
ば
、
高
齢
者
や
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
（
性
的
少
数
者
）
な
ど
が

除
外
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
少
子
化
対
策
に
当
た
ら
な
い
と

す
れ
ば
、
何
を
目
的
と
し
た
施
策
で
あ
る
の
か
。

二

人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
を
対
象
と
し
た
人
事
院
規
則
一
〇－

一
〇
（
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
）

（
平
成
十
年
十
一
月
十
三
日
制
定
）
を
定
め
て
い
る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
て
い
る
人
事
院
の
解
説
サ
イ
ト
に
お
け
る

「
こ
れ
っ
て
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
？
意
識
度
チ
ェ
ッ
ク
」
に
は
、
二
十
一
番
に
「
女
性
職
員
に
は
、
早
く
結
婚

二



し
た
方
が
い
い
と
必
ず
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
」
、
二
十
六
番
に
「
子
供
の
い
な
い
職
員
が
い
た
の
で
、
心
配

に
な
り
、
早
く
作
っ
た
方
が
い
い
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
」
と
の
項
目
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
「
す
べ
て
セ
ク
ハ
ラ
の
観
点
か
ら

問
題
が
「
あ
る
」
に
該
当
し
ま
す
」
と
の
解
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
骨
子
」
（
案
）
に
掲
げ
ら
れ
た
「
婚
活
メ
ン

タ
ー
」
に
よ
る
結
婚
支
援
は
、
こ
の
「
ア
ド
バ
イ
ス
」
に
当
た
ら
な
い
の
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
も
し
く
は
、

国
家
公
務
員
に
対
し
て
は
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
該
当
す
る
が
、
民
間
労
働
者
に
対
し
て
は
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
該
当
し
な
い
か
ら
、
企
業
に
よ
る
こ
う
し
た
支
援
は
問
題
な
い
と
考
え
る
の
か
。

三

厚
生
労
働
省
の
「
職
場
の
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
問
題
に
関
す
る
円
卓
会
議
提
言
」
（
二
〇
一
二
年
三
月
十
五
日
）
に
よ
れ

ば
、
「
職
場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
と
は
、
同
じ
職
場
で
働
く
者
に
対
し
て
、
職
務
上
の
地
位
や
人
間
関
係
な
ど
の
職

場
内
で
の
優
位
性
を
背
景
に
、
業
務
の
適
正
な
範
囲
を
超
え
て
、
精
神
的
・
身
体
的
苦
痛
を
与
え
る
又
は
職
場
環
境
を
悪
化

さ
せ
る
行
為
を
い
う
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
職
場
で
の
優
位
性
」
に
つ
い
て
は
、
「
職
務
上
の
地
位
」
に
限
ら

ず
、
人
間
関
係
や
専
門
知
識
、
経
験
な
ど
の
様
々
な
優
位
性
が
含
ま
れ
、
先
輩
・
後
輩
間
や
同
僚
間
、
さ
ら
に
は
部
下
か
ら

上
司
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
も
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
該
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

「
骨
子
」
（
案
）
に
は
、
「
上
司
か
ら
の
発
言
は
、
部
下
は
業
務
命
令
と
し
て
受
け
取
り
か
ね
な
い
状
況
も
生
じ
う
る
」

三



と
の
留
意
点
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
な
指
摘
で
あ
る
が
、
裏
を
返
せ
ば
、
部
下
が
業
務
命
令
と
し
て
受
け
取
ら
な

い
状
況
も
あ
る
と
い
う
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
司
と
部
下
は
、
「
企
業
内
で
」
人
間
関
係
を
構
築
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
上
司
か
ら
の
発
言
が
、
業
務
と
全
く
離
れ
、
職
場
内
の
優
位
性
が
一
切
な
い
状
況
で
「
発
言
」
す
る
と
い
う
こ
と
は

お
お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
い
が
、
「
部
下
が
業
務
命
令
と
し
て
受
け
取
ら
な
い
」
ど
の
よ
う
な
状
況
が
考
え
ら
れ
る
の
か
、
具

体
的
に
示
さ
れ
た
い
。
そ
れ
が
も
し
も
あ
り
得
る
と
す
る
な
ら
ば
、
企
業
外
で
長
期
間
趣
味
等
に
よ
る
交
流
が
あ
る
、
企
業

で
上
司
と
な
る
前
か
ら
知
り
合
い
で
あ
っ
た
等
の
極
め
て
限
定
的
な
範
囲
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
検
討
さ

れ
た
ケ
ー
ス
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。
併
せ
て
、
上
司
で
な
く
と
も
、
「
年
長
者
」
、
勤
続
が
長
い
「
先
輩
」
、
場
合
に

よ
っ
て
は
同
僚
や
後
輩
で
あ
っ
て
も
、
職
場
内
の
優
位
性
が
あ
り
、
そ
の
発
言
に
強
制
力
が
発
生
し
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
な

り
得
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。
ま
た
、
骨
子
（
案
）
に
あ
る
、
婚
活
メ
ン
タ
ー
（
サ
ポ
ー
タ
ー
）
は
既
婚

従
業
員
と
の
こ
と
だ
が
、
既
婚
従
業
員
は
、
多
く
の
場
合
「
年
長
者
」
あ
る
い
は
「
先
輩
」
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
れ
ら
「
上
司
」
「
年
長
者
」
「
先
輩
」
等
の
職
場
内
の
優
位
性
を
持
つ
者
が
婚
活
メ
ン
タ
ー

（
サ
ポ
ー
タ
ー
）
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
は
「
職
場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
に
該
当
し
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

四



四

「
骨
子
」
（
案
）
に
は
、
「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
捉
え
ら
れ
る
リ
ス
ク
は
、
結
婚
支
援
以
外
の
事
例
で
も
同
様
で
あ
り
、
平

素
の
部
下
に
対
す
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
中
で
、
信
頼
関
係
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
の
記
載
が
あ
る
が
、
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
は
信
頼
関
係
を
構
築
し
て
い
れ
ば
、
起
き
得
な
い
と
の
認
識
に
立
つ
も
の
か
。
信
頼
関
係
の
あ
る
中
で
も
セ
ク
シ
ュ
ア

ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
起
こ
り
う
る
も
の
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

五

検
討
会
の
中
で
は
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
人
び
と
へ
の
配
慮
が
議
論
さ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
が
、
企
業
内
で
カ
ミ
ン
グ
ア

ウ
ト
を
し
て
い
な
い
／
で
き
な
い
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
配
慮
し
な
が
ら
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

て
い
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
を
し
て
い
な
い
／
で
き
な
い
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
が
精
神
的
苦
痛
を

こ
う
む
り
、
訴
訟
と
な
っ
た
際
に
、
政
府
は
当
該
企
業
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
責
任
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い

る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

六

二
〇
一
四
年
六
月
十
八
日
、
東
京
都
議
会
に
お
い
て
、
自
由
民
主
党
の
鈴
木
章
浩
東
京
都
議
会
議
員
か
ら
、
塩
村
文
夏
都

議
会
議
員
に
対
し
「
自
分
が
早
く
結
婚
し
た
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」
「
産
め
な
い
の
か
」
と
言
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
セ
ク
ハ
ラ

野
次
」
が
な
さ
れ
、
結
果
と
し
て
鈴
木
章
浩
議
員
は
謝
罪
会
見
を
行
い
、
会
派
を
離
脱
し
た
と
承
知
し
て
い
る
が
、
こ
の
件

を
政
府
は
承
知
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
や
ロ
イ
タ
ー
通
信
を

五



は
じ
め
と
す
る
欧
米
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
、
「
性
差
別
主
義
者
」
で
あ
る
と
報
じ
ら
れ
た
事
実
を
承
知
し
て
い
る
か
。
さ
ら

に
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
森
ま
さ
こ
少
子
化
担
当
大
臣
が
「
事
実
だ
と
し
た
ら
、
絶
対
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
許

さ
れ
な
い
こ
と
だ
」
と
発
言
し
て
い
る
こ
と
や
、
同
じ
く
当
時
の
田
村
憲
久
厚
生
労
働
大
臣
が
「
議
員
（
本
人
）
も
、
報
道

を
見
た
人
も
心
が
傷
つ
く
言
葉
。
断
じ
て
許
さ
れ
な
い
」
と
述
べ
る
な
ど
、
政
府
・
与
党
関
係
者
か
ら
も
非
難
の
声
が
上

が
っ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
か
。
今
回
検
討
会
で
検
討
し
て
い
る
事
項
と
、
こ
の
閣
僚
か
ら
の
発
言
は
整
合
性
が
取
れ
る

と
考
え
て
い
る
か
伺
う
と
と
も
に
、
取
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

「
骨
子
」
（
案
）
の
二
ペ
ー
ジ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
、
「
既
婚
従
業
員
が
独
身
従
業
員
の
結
婚
に
向
け
た
活
動
を
支
援
す

る
婚
活
メ
ン
タ
ー
（
婚
活
サ
ポ
ー
タ
ー
）
や
外
部
相
談
員
の
設
置
」
に
お
け
る
外
部
相
談
員
が
前
問
の
都
議
会
の
野
次
発
言

の
よ
う
な
セ
ク
ハ
ラ
に
相
当
す
る
発
言
を
行
う
可
能
性
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
の
か
。
内
容

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
も
し
、
そ
の
よ
う
な
事
態
が
起
き
る
可
能
性
は
な
い
と
い
う
認
識
に
政
府
が
立
つ
の
で
あ
れ
ば
、

セ
ク
ハ
ラ
に
相
当
す
る
発
言
を
相
談
員
が
独
断
で
行
っ
た
際
の
処
分
な
ど
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
か
。
ま
た
、
外
部
相

談
員
を
設
置
す
る
事
業
を
政
府
が
助
成
し
て
い
た
場
合
、
そ
の
よ
う
な
問
題
が
起
こ
り
う
る
事
業
と
し
て
、
他
の
事
業
も
含

め
た
事
業
及
び
予
算
措
置
を
直
ち
に
終
了
さ
せ
る
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
は
さ
れ
て
い
る
の
か
。

六



八

「
骨
子
」
（
案
）
に
は
、
「
表
彰
制
度
」
や
「
企
業
等
の
自
主
的
な
取
組
が
さ
ら
に
進
む
よ
う
な
仕
組
み
の
必
要
性
に
つ

い
て
、
『
例
え
ば
子
育
て
支
援
等
の
く
る
み
ん
制
度
等
も
参
考
に
』
検
討
す
る
べ
き
」
と
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
表
彰
・
認

定
制
度
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
項
目
が
表
彰
・
認
定
の
指
標
と
な
る
の
か
。
仮
に
成
婚
率
に
す
る
と
す
れ
ば
、
「
検
討

会
」
で
議
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
も
そ
の
指
標
の
数
値
に
参
入
す
る
と
い
う
こ
と
で
よ
い
か
。
そ
の
際
、

同
性
カ
ッ
プ
ル
の
成
婚
率
と
は
ど
の
よ
う
な
基
準
で
算
出
す
る
こ
と
と
す
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
成
婚
率
を
参
入
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
当
該
カ
ッ
プ
ル
に
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
で
あ
る
と
の
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト

を
強
制
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
は
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
当
た
ら
な
い
と
の
認
識
か
。

九

平
成
二
十
八
年
度
地
域
少
子
化
対
策
重
点
推
進
交
付
金
交
付
要
綱
を
確
認
す
る
と
、
交
付
対
象
は
都
道
府
県
事
業
お
よ
び

市
町
村
事
業
と
な
っ
て
お
り
補
助
率
は
定
額
十
分
の
十
と
あ
る
。
都
道
府
県
事
業
で
は
上
限
額
が
一
億
五
千
万
円
で
あ
り
、

市
町
村
事
業
に
お
い
て
は
政
令
指
定
都
市
・
中
核
市
・
特
別
区
一
市
区
に
つ
き
四
五
〇
〇
万
円
、
そ
れ
以
外
の
市
町
村
二
二

五
〇
万
円
と
あ
る
。
ま
た
、
「
平
成
二
十
八
年
度
地
域
少
子
化
対
策
重
点
推
進
事
業
実
施
要
領
（
平
成
二
十
八
年
度
第
二
次

補
正
予
算
）
」
（
以
下
「
実
施
要
領
」
と
い
う
）
で
は
、
報
告
書
提
出
の
義
務
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
「
少
子
化
対
策
全
体

の
重
要
業
績
評
価
指
標
（
Ｋ
Ｐ
Ｉ
）
及
び
定
量
的
成
果
目
標
」
と
と
も
に
参
考
指
標
欄
に
は
「
婚
姻
数
、
婚
姻
率
、
出
生

七



数
、
出
生
率
等
」
を
記
載
す
る
箇
所
が
あ
り
、
毎
年
記
載
と
な
っ
て
い
る
。
参
考
指
標
と
い
う
こ
と
は
、
婚
姻
率
や
出
生
率

の
増
加
を
必
ず
し
も
評
価
の
対
象
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
か
。
少
子
化
対
策
と
い
う
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
を
、
効
果
を

測
る
絶
対
的
な
指
標
に
す
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
そ
う
し
な
い
理
由
は
な
ぜ
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十

ま
た
、
実
施
要
領
で
は
、
「
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
計
画
策
定
に
当
た
っ
て
、
経
済
団
体
、
自
治
会
連
合
会
等
住
民

を
代
表
す
る
者
な
ど
、
幅
広
い
関
係
者
の
意
見
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
。
企
業
に
お
け
る
取
組
の
場
合
は
、
労

働
者
団
体
も
「
幅
広
い
関
係
者
」
の
中
に
当
然
含
ま
れ
る
と
理
解
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
理
解
で
よ
い
か
。
政
府
の
見

解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
一

実
施
要
領
で
は
、
企
業
・
団
体
・
学
校
等
に
よ
る
取
組
へ
の
支
援
に
つ
い
て
は
、
検
討
会
の
提
言
を
踏
ま
え
た
う
え
で

定
め
る
と
あ
る
。
ま
た
、
民
間
へ
の
委
託
が
可
能
と
あ
る
。
す
る
と
、
自
ら
の
将
来
的
な
利
益
の
た
め
に
検
討
会
の
委
員
が

発
言
し
、
提
言
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
は
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
委
員
の
所
属
母
体
団
体
が
事
業
を
受
託
す
る
こ
と
は
可

能
な
の
か
。
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
二

検
討
会
は
、
学
識
者
、
経
営
者
団
体
、
自
治
体
、
関
係
団
体
等
の
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
結
婚
支
援

の
取
組
の
当
事
者
と
な
る
肝
心
の
労
働
者
の
代
表
が
入
っ
て
い
な
い
理
由
は
何
か
。
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八



右
質
問
す
る
。

九


